
主な内容

　

市
の
土
地
利
用
管
理
制
度
に
つ
い

て
は
、
市
民
検
討
委
員
会
な
ら
び
に

専
門
委
員
会
の
提
言
を
受
け
、
市
独

自
の
自
主
条
例
を
用
い
た
制
度
で
運

用
す
る
方
針
が
決
ま
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、昨
年
11
月
に
は
、地
区
別
懇
談

会
を
開
催
し
、
市
が
目
指
す
制
度
の

概
要
を
説
明
し
、意
見
を
伺
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
懇
談
会
で
は
、
市
の
方
針

に
基
づ
く
各
区
域
（
A
～
F
）
の
設

定
方
針
や
管
理
方
法
な
ど
に
つ
い
て

図
面
を
見
な
が
ら
説
明
す
る
と
と
も

に
、
土
地
利
用
に
深
く
関
係
す
る
景

観
計
画
の
検
討
状
況
も
説
明
し
ご
意

見
を
伺
う
予
定
で
す
。
市
の
将
来
に

か
か
わ
る
重
要
な
案
件
で
す
。
皆
さ

ん
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
対
象
区
の
懇
談
会
に
出
席
で
き
な

い
場
合
は
、
同
じ
地
域
の
懇
談
会

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
3
月
29
日（
日
）と
4
月
19
日（
日
）

は
該
当
地
域
全
域
が
対
象
で
す
。
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現
在
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納

め
て
い
た
だ
い
て
い
る
公
的
年
金
に

か
か
わ
る
市
県
民
税
に
つ
い
て
、
平

成
21
年
10
月
支
給
分
の
公
的
年
金
か

ら
、
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ
く
よ

う
に
な
り
ま
す
。こ
の
し
く
み
を「
特

別
徴
収
」
と
い
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
こ
と

で
、
納
期
の
た
び
に
金
融
機
関
な
ど

へ
出
掛
け
る
手
間
が
な
く
な
る
ほ

か
、
納
め
る
回
数
が
年
４
回
か
ら
６

回
と
な
り
、
１
回
あ
た
り
の
負
担
が

軽
く
な
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
税
金
を
納
め
て
い

た
だ
く
方
法
が
変
わ
る
だ
け
で
、
年

間
の
税
額
が
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
納
付
方
法
に
つ

い
て
は
、
特
別
徴
収
か
口
座
振
替
か

の
選
択
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
対
象
者 

　

市
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う

ち
、
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
の
受
給

者
（
そ
の
年
度
の
初
日
（
4
月
1
日
）

に
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
人
）。

　

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
公
的
年
金
の
年
額
が
18
万
円
未
満

の
場
合

○
公
的
年
金
に
か
か
わ
る
市
県
民
税

が
、
公
的
年
金
の
給
付
年
額
を
超

え
る
場
合

■
対
象
と
な
る
公
的
年
金 

　

老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
理
由
と

す
る
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢

厚
生
年
金
、
退
職
共
済
年
金
な
ど
）

が
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
い
く
つ
か
の
公
的
年
金
を

受
給
し
て
い
る
場
合
、
す
べ
て
の
公

的
年
金
に
係
る
税
額
が
、
老
齢
基
礎

年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
、
退
職
共
済

年
金
な
ど
の
う
ち
、
一
つ
の
年
金
か

ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

■
実
施
時
期 

　

平
成
21
年
10
月
支
給
分
か
ら
、
全

国
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。

■
特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額 

公
的
年
金
の
所
得
に
か
か
わ
る
市
県

民
税
の
所
得
割
額
お
よ
び
均
等
割
額

※
公
的
年
金
以
外
の
収
入
（
農
業
所

得
・
給
与
所
得
な
ど
）
が
あ
る
場

合
、
そ
の
分
に
か
か
わ
る
市
県
民

税
は
年
金
か
ら
は
天
引
き
さ
れ
ま

せ
ん
。
今
ま
で
ど
お
り
、
納
付
書

な
ど
で
納
め
て
い
た
だ
く
か
、
給

与
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。
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月　日 地　域 対象となる区等 会　　　　　　　場

3月13日（金） 三郷 中萱 三郷公民館　講義室
堀金 扇町・下堀 堀金総合支所　301会議室

16日（月） 三郷 住吉・楡・及木 三郷農村環境改善センター
堀金 上堀・中堀 堀金総合支所　301会議室

18日（水） 三郷 一日市場・二木・七日市場 三郷公民館　講義室
堀金 田尻・田多井・小田多井 堀金総合支所　別館大会議室

20日（金） 三郷 上長尾・下長尾 三郷公民館　講義室
明科 南陸郷・木戸・上生野・潮沢 明科公民館　講堂

23日（月） 三郷 室町・野沢 三郷総合支所　講堂
明科 荻原・塩川原・上押野・下押野 明科総合支所　大会議室

25日（水） 堀金 岩原・倉田 堀金総合支所　別館大会議室
明科 潮・明科・町 明科総合支所　大会議室

27日（金） 三郷 北小倉・東小倉・南小倉 三郷公民館　講義室
明科 大足・宮中・光 明科公民館　講堂

29日（日）
三郷 三郷公民館講堂　・午前10時～正午　・午後1時30分～3時30分
堀金 堀金総合支所　別館大会議室　・午後1時30分～3時30分
明科 明科総合支所　大会議室　・午前10時～正午

30日（月） 豊科 重柳・細萱 豊科保健センターふれあいホール
穂高 宮城・山麓別荘地 穂高総合支所　大会議室

4月 1日（水） 豊科 踏入・寺所 豊科保健センターふれあいホール
穂高 立足・古厩・新屋 穂高総合支所　大会議室

3日（金） 豊科 新田・成相・本村 豊科保健センターふれあいホール
穂高 小岩嶽・豊里・嵩下 穂高総合支所　大会議室

6日（月） 豊科 吉野・中曽根 豊科保健センターふれあいホール
穂高 橋爪・耳塚・富田 穂高総合支所　大会議室

8日（水） 豊科 上鳥羽・下鳥羽 豊科保健センターふれあいホール
穂高 狐島・青木花見・島新田 穂高総合支所　市民活動センター

10日（金） 豊科 徳治郎・熊倉・アルプス 豊科保健センターふれあいホール
穂高 等々力町・等々力 穂高総合支所　大会議室

13日（月） 豊科 田沢・小瀬幅・光・大口沢・桜坂 豊科保健センターふれあいホール
穂高 穂高町・穂高 穂高総合支所　大会議室

15日（水） 豊科 飯田・下飯田・真々部・たつみ原 豊科保健センターふれあいホール
穂高 矢原・白金・柏矢町・穂高団地 穂高総合支所　大会議室

16日（木） 穂高 牧・塚原・久保田 穂高総合支所　大会議室
17日（金） 穂高 柏原 穂高総合支所　大会議室

19日（日）
豊科 豊科保健センターふれあいホール 各会場とも・午前10時～正午

　　　　 ・午後1時30分～3時30分穂高 穂高総合支所大会議室　

平
成
21
年
10
月
か
ら

公
的
年
金
か
ら
の
市
県
民
税
の

天
引
き
が
始
ま
り
ま
す
。

土
地
利
用
に
関
す
る

地
区
別
懇
談
会
を
開
催

● 

各
区
域
の
設
定
方
針
や
管
理
方
法

● 

景
観
計
画
の
検
討
状
況

問豊科総合支所内都市計画課計画係（472･3111	672・8340）問豊科総合支所内市民税課（472･3111	672・8340）

開催時間	 平日と 3月 20 日（金）	＝	午後 7時～ 9時
	 日曜日	 ＝	下表のとおり

6 月 8 月 10 月 12 月 2 月

年税額
48,000 円

徴収方法 普通徴収
（天引きせず、納付書や口座振替で納付） 特別徴収（年金からの天引きで納付）

徴収税額 年税額の１/ ２相当額を２回分割 年税額の残りの１/ ２相当額を３回分割
（例） 12,000 円 12,000 円 8,000 円 8,000 円 8,000 円

4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月

年税額
48,000 円

徴収方法 特別徴収（年金からの天引きで納付）

徴収税額 前年度の２月分と同じ額を３回徴収
【仮徴収】

年税額から、今年度前半分の【仮徴収】
した額を差し引いた額を３回に分割

（例） 8,000 円 8,000 円 8,000 円 8,000 円 8,000 円 8,000 円

◆平成 22年度以降で、前年度から引き続き特別徴収する場合

◆平成 21年度および新たに特別徴収の対象となった場合
特別徴収の方法（例）年税額が 48,000 円の場合

市政トピックス


